
平素より､Uqeyをご利用いただきありがとうございます。

Uqeyでは、2024年11月25日より本サービスの利用規約第27条（規約の変更）に基づきまして、

本利用規約を一部改定いたしますのでお知らせいたします。

改定箇所につきましては、以下の新旧対照表をご確認ください。

・2024年11月25日付 Uqey 利用規約 新旧対照表

新 旧 備考

第6条（利用予約）

1.会員が、利用予約の申込みを行う場合、本アプリ上で当該申

込みを行います。会員は、当該利用予約の申込みに際して、当

社の定める事項に対して正確なデータを入力のうえ、第14条に

定める方法で支払うことに同意し、支払いに必要な情報を入力

することとします。この際、会員は、予約の申込を行おうとす

る事業者が定めるキャンセルポリシー及び貸渡約款等に同意し

たものとします。

2.当社は、前項に定める入力事項が正確であること及び登録し

た支払方法が利用可能であることを確認できた後、当社から会

員に対して予約完了の電子メールを会員に送信した時点、又は

本アプリ上で当該予約の成立が確認可能となったいずれか早い

方の時点で、会員と当該事業者の間で当該事業者の貸渡約款等

に定める条件で当該レンタカー車両につきレンタカーの利用予

約が成立するものとします。

3.会員が、本アプリ又は本ウェブアプリ上で登録したクレジッ

トカードの与信枠が不足している場合、利用予約の申込みがで

きないものとし、利用予約申込み後においては、当社は利用予

約を取消すことができるものとします。

第6条（利用予約）

1.会員が、利用予約の申込みを行う場合、本アプリ上で当該申

込みを行います。会員は、当該利用予約の申込みに際して、当

社の定める事項に対して正確なデータを入力のうえ、第14条に

定める方法で支払うことに同意し、支払いに必要な情報を入力

することとします。この際、会員は、予約の申込を行おうとす

る事業者が定めるキャンセルポリシー及び貸渡約款等に同意し

たものとします。

2.当社は、前項に定める入力事項が正確であること及び登録し

た支払方法が利用可能であることを確認できた後、当社から会

員に対して予約完了の電子メールを会員に送信した時点、又は

本アプリ上で当該予約の成立が確認可能となったいずれか早い

方の時点で、会員と当該事業者の間で当該事業者の貸渡約款等

に定める条件で当該レンタカー車両につきレンタカーの利用予

約が成立するものとします。

条文の追加

2024年10月25日

Uqey利用規約改定のお知らせ


